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条

例

(

第
二
十
四
号－

第
三
十
号)

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

人

事

課)

二

○
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

人

事

課)

二

○
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

教
育
庁
教
職
員
課)

二

○
福
岡
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

教
育
庁
義
務
教
育
課)

二

○
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

警
察
本
部
警
務
課)

三

○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

(

警
察
本
部
生
活
環
境
課)

三

○
福
岡
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ

き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

議
会
事
務
局
議
事
課)
三

◇
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

総
務
部
人
事
課)

１

近
年
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
本
県
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

(

総
務
部
人
事
課)

１

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
国
際
機
関
等
に
派
遣

さ
れ
る
国
家
公
務
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

教
育
庁
教
職
員
課)

１

近
年
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
本
県
公
立
学
校
職
員
の
期
末
手
当
及

び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

教
育
庁
義
務
教
育
課)

１

県
立
特
別
支
援
学
校
の
整
備
に
関
す
る
計
画
の
実
施
に
伴
い
、
県
立
特
別
支
援
学
校
の
名
称
を
改

め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

警
察
本
部
警
務
課)

１

近
年
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
本
県
警
察
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

警
察
本
部
生
活
環
境
課)

１

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

制
定
に
よ
り
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
関
す
る
規
定
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
当

該
営
業
の
禁
止
地
域
等
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
五

号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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(

議
会
事
務
局
議
事
課)

１

市
町
村
の
合
併
に
よ
る
郡
市
の
区
域
の
変
更
並
び
に
平
成
十
七
年
の
国
勢
調
査
人
口
及
び
公
職
選

挙
法
第
十
五
条
各
項
の
規
定
等
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
検
討
し
た
結
果
に
基
づ
き
、
福
岡
県
議
会
議

員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
つ
い
て
、
所
要
の
規

定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

一

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
二
十
四
号

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中

｢
｢

支
給
日｣

と
い
う
。)

に｣

の
下
に

｢

、
同
日
に
お
け
る
こ
の
条
例
の

規
定
に
よ
る
額
を｣

を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

定
め
る
日
に｣

の
下
に

｢

、
同
日
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
額

を｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
二
十
五
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
六

十
三
年
福
岡
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

そ
の
派
遣
の
期
間
中
、
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
及
び
期
末

手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
七
十
を
支
給
す
る｣

を

｢

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
報
酬
が
支
給
さ
れ
な
い
と
き
、
又
は
当
該
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
報

酬
の
額
が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
派
遣
の
期
間
中
、
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住

居
手
当
及
び
期
末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
以
内
を
支
給
す
る｣

に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

前
項
本
文｣

を

｢

前
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
二
十
六
号

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中

｢
｢

支
給
日｣

と
い
う
。)

に｣

の
下
に

｢

、
同
日
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
規

定
に
よ
る
額
を｣

を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中

｢

定
め
る
日
に｣

の
下
に

｢

、
同
日
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
額

を｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日
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条

例



福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
二
十
七
号

福
岡
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
岡
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
五
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
表
六
の
項
中

｢

福
岡
県
立
福
岡
養
護
学
校｣

を

｢

福
岡
県
立
福
岡
特
別
支

援
学
校｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
二
十
八
号

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中

｢
｢

支
給
日｣

と
い
う
。)

に｣

の
下
に

｢

、
同
日
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
規

定
に
よ
る
額
を｣

を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中

｢

定
め
る
日
に｣

の
下
に

｢

、
同
日
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
額

を｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条

例
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
五
号
中

｢

犯
罪
者
予
防
更
生
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
二
号)

第
十
八
条｣

を

｢

更
生
保
護
法

(

平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
九
条｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
五
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
三
十
号

福
岡
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員

の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
岡
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す

る
条
例

(

昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

八
十
八
人｣

を

｢

八
十
六
人｣

に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

(
第
二
条)

� � � � ��������� ��� �	
�� ����

令
第
五
条
に
規
定
す
る
営
業

福
岡
県
の
全
地
域

選

挙

区

議
員
数

北
九
州
市
門
司
区

二
人

北
九
州
市
小
倉
北
区

三
人

北
九
州
市
小
倉
南
区

三
人



附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

適
用
区
分)

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
告
示
さ
れ
る
一
般

選
挙
か
ら
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
告
示
さ
れ
た
一
般
選
挙
に
係
る
補
欠
選

挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

� � � � ��������� ��� �	
�� ��� �

北
九
州
市
若
松
区

二
人

北
九
州
市
八
幡
東
区

一
人

北
九
州
市
八
幡
西
区

四
人

北
九
州
市
戸
畑
区

一
人

福
岡
市
東
区

四
人

福
岡
市
博
多
区

三
人

福
岡
市
中
央
区

三
人

福
岡
市
南
区

四
人

福
岡
市
城
南
区

二
人

福
岡
市
早
良
区

三
人

福
岡
市
西
区

三
人

大
牟
田
市

二
人

久
留
米
市

五
人

直
方
市

一
人

飯
塚
市
・
嘉
穂
郡

二
人

田
川
市

一
人

柳
川
市

一
人

八
女
市
・
八
女
郡

二
人

筑
後
市

一
人

大
川
市
・
三
潴
郡

一
人

行
橋
市

一
人

中
間
市

一
人

小
郡
市
・
三
井
郡

一
人

筑
紫
野
市

二
人

春
日
市

二
人

大
野
城
市

二
人

宗
像
市

二
人

太
宰
府
市

一
人

古
賀
市

一
人

福
津
市

一
人

う
き
は
市

一
人

宮
若
市
・
鞍
手
郡

一
人

嘉
麻
市

一
人

朝
倉
市
・
朝
倉
郡

二
人

み
や
ま
市

一
人

糸
島
市

二
人

筑
紫
郡

一
人

糟
屋
郡

三
人

遠
賀
郡

二
人

田
川
郡

二
人

京
都
郡

一
人

築
上
郡
・
豊
前
市

一
人


